
具体的取組のR5 年度目標一覧（ 「 下水道ビジョ ン2 0 2 2 」 施策評価　 ）

N o . 取組内容 取組に対する目標設定の区分 R5 年度目標

1 -①
下水道施設の点検・ 調査結果等に応じ て下水道スト ッ ク マネジメ ント
計画を修正し ます。

計画に基づき 実施するも の 点検・ 調査の結果にあわせて、 対策工事等の計画を追記修正し ます。

1 -②
下水道スト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 雨水ポンプ場のポンプ設備
の整備に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 北部ポンプ場7 号ポンプ設備の分解整備を行います。 （ R5 、 R6 　 2 ヵ 年）

1 -③
下水道長寿命化計画及びスト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 管路の改
築に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 茄子作北町地区において、 管路改築工事を行います。

1 -④
下水道スト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 汚水管路の計画的な点検、
調査に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 新町2 丁目他地区において、 点検約1 2 4 ㎞、 調査約1 .2 km に取り 組みます。

1 -⑤
下水道スト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 下水道施設(汚水)の計画的
な改築に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 楠葉地区において、 約5 0 0 ｍの管更生工事を行います。

1 -⑥
下水道施設（ 雨水） の維持管理による機能維持と 浸水の防除に取り 組
みます。

水準を維持し 実施するも の 週1 回、 雨水大ポンプ場(全7 カ 所)の点検を実施し ます。

1 -⑦
下水道スト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 雨水・ 汚水ポンプ棟（ 建築
物） の改築・ 修繕に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 溝谷川ポンプ場（ RC造・ S造） ２ 施設の老朽化対策工事を実施し ます。

2 -① 下水道総合地震計画に基づく 汚水管路の耐震化を実施し ます。 計画に基づき実施するも の 樋之上地区他において、 耐震化対策工事を行います。

2 -② 下水道総合地震計画に基づく 雨水ポンプ場の耐震化を実施し ます。 計画に基づき実施するも の
溝谷川ポンプ場（ RC造・ S造） 2 ブロッ ク の耐震化対策工事を実施し ます。
3 ポンプ場（ サダ・ 黒田・ 藤本川） の耐震診断（ 非線形解析） を実施し ます。

3 -① 浸水対策地区の浸水対策を実施し ます。 計画に基づき実施するも の R5 年度の完成に向け楠葉排水区の工事及び楠葉野田地区の浸水対策工事に取り 組みます。

3 -② 雨水貯留施設の確保に取り 組みます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の 浸水被害軽減のため、 法及び要綱に基づく 指導や開発者への協力依頼により 、 貯留施設の確保を図り ます。

4 -① 分流式の下水道整備を進めます。 計画に基づき実施するも の 甲斐田東町地区他において、 約4 5 0 ｍの公共下水道整備工事を行います。

5 -① 水洗化率の向上に取り 組みます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の
水洗化（ 改造） 義務期限の３ 年を超えた未水洗家屋の実態調査、 指導勧告を行います。 また、 供用開始後３
年以内の家屋所有者に対し ても 、 法に定めら れた義務期限内の水洗化工事を促進するため、 補助・ 融資あっ
せん制度を説明し た通知文書を送付し ます。

6 -① 分流式の下水道整備を進めます。 計画に基づき実施するも の 甲斐田東町地区他において、 約4 5 0 ｍの公共下水道整備工事を行います。

7 -① 下水道計画に基づく 雨水整備を進めます。 計画に基づき実施するも の 繰り 越し し ている藤阪地区の実施設計に取り 組みます。

8 -① 企業債発行額を抑制し ます。 計画に基づき実施するも の 事業に対する補助金等の財源確保に努め、 企業債発行を抑制し ます。 （ R5 年度指標計画値： 5 9 0 .8 ％）

8 -② 国等の補助制度の活用に取り 組みます。 計画に基づき実施するも の 事業実施において社会資本整備総合交付金や防災・ 安全交付金等の補助制度を活用し ます。

8 -③
R6 年度の総括原価の算定に向けて社会経済情勢を踏まえた収支計画
の策定準備に取り 組みます。

計画に基づき実施するも の
R4 年度実績及び物価高騰等の影響を踏まえ、 収支計画の見直し を行います。
R6 年度の総括原価の算定に向け、 下水道事業における総括原価方式の調査、 研究を行います。

8 -④
下水道使用料改定の必要性の検討に向けた有収水量や使用量収益の動
向を把握し ます。

計画に基づき実施するも の 調定水量や調定金額について、 推移モニタ リ ングを実施し ます。

8 -⑤ 下水道使用料改定の必要性について検討し ていき ます。 計画に基づき実施するも の 下水道使用料改定の必要性について検討し ます。

8 -⑥
汚水の新規整備については、 新たな技術も 検証し 、 事業効果を含めた
慎重な検討をし ながら 取り 組みます。

計画に基づき実施するも の 事業効果を含めた検討を行い、 甲斐田東町地区他において、 公共下水道整備工事を行います。
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N o . 取組内容 取組に対する目標設定の区分 R5 年度目標

9 -①
戦略的かつ円滑な事業運営の推進を図るため、 必要に応じ て組織の再
編を行います。

年度ごと に向上を目指し 実施するも の 公営企業と し て、 より 迅速で戦略的に経営できる執行体制の構築をめざし ます。

9 -② 経営戦略の見直し の検討を行います。 計画に基づき 実施するも の 経営戦略の中間見直し を実施し ます。

9 -③ 各種下水道計画の見直し を検討し ます。 計画に基づき 実施するも の
下水道事業経営戦略の中間見直し に合わせ下水道整備基本計画の中間見直し 、 下水道スト ッ ク マネジメ ント
計画、 下水道総合地震対策計画を見直し ます。

9 -④ 災害対策や危機事象に迅速に対応でき る体制を確立し ます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の

・ 危機事象に対し て、 迅速かつ適切な対応を図るため、 局の災害対策本部設置マニュ アルを作成し 、 それに
基づく 設営訓練を行います。
・ 危機事象に対する初動マニュ アルを作成し ます。
・ 災害に備えたシステム等の研修を実施し ます。
・ 市民等から の土のう 要請に対し 、 迅速な配付を行います。

9 -⑤ 災害用備蓄品の適切な管理を行います。 水準を維持し 実施するも の 大雨等の災害事象に備えるため、 土のう の適正な保管数を維持するため、 土のう 作成を行います。

9 -⑥ 近隣市や事業者と の応援協力体制を確立し ます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の 災害協定の締結拡充に向けて、 関係機関と 協議・ 検討を行います。

9 -⑦ 適正に予算を編成すると と も に執行を管理し ます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の 社会情勢等を踏まえ、 適正に予算を編成すると と も に執行を管理し ます。

9 -⑧ 下水道使用料等の債権の徴収強化を行います。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の
納期限を経過し た下水道使用料等について、 電話催告、 訪問徴収等を行う と と も に、 滞納状況に応じ て弁護
士名を記載し た催告や滞納処分等の法的措置に取り 組み、 徴収率の向上に努めます。

9 -⑨ 保有資産の有効活用に取り 組みます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の
広告掲載を募集し ている下水道マンホール蓋（ 市内全1 3 箇所） のう ち、 応募のない残り 8 箇所で新規広告掲
載を募集し ます。

9 -⑩
雨水ポンプ場における運転、 維持管理業務の民間委託拡充に向けた検
証を行います。

水準を維持し 実施するも の 民間委託前と 同様に運転、 維持管理業務を行えるよう 監督し 、 拡充に向け検証を行います。

9 -⑪ 人材育成や技術継承を行い、 組織力の向上を図り ます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の

・ 新たに上下水道局に配属さ れた職員を対象に、 上下水道局各課の業務を紹介する新入職員研修会を実施し
ます。
・ 職場環境の整備等を図るため、 職員研修会を実施し ます。
・ 職員の安全衛生意識の高揚を図るため、 安全衛生研修会を実施し ます。

9 -⑫ 公民連携の新たな手法の活用を検討し ます。 年度ごと に向上を目指し 実施するも の 枚方市の公民連携プラ ッ ト フ ォ ームを活用し て民間提案の募集を行います。

1 0 -①
下水道事業全般の情報発信（ 広報ひら かた、 ホームページ、 SN S、
出前講座等） を実施し ます。

年度ごと に向上を目指し 実施するも の
・ 下水道事業について、 市民に広く 周知するため、 「 下水道週間」 に合わせ、 情報発信を行います。 また、
マンホールカ ード の配布を行います。
・ 小中学校や市内の団体に対し て、 出前講座を実施し ます。

1 1 -① 建設副産物等の再生資源と し て有効利用し ます。 水準を維持し 実施するも の 現場で発生する特定建設資材について、 再資源化施設に搬出し ます。

1 1 -② 施設の修繕・ 更新時における環境負荷低減に取り 組みます。 計画に基づき 実施するも の 溝谷川ポンプ場の水銀灯をLED 照明に取り 換えます。

1 1 -③
施設及び公用車のエネルギー削減に取り 組み、 二酸化炭素排出量の削
減に努めます。

計画に基づき実施するも の
施設及び公用車のエネルギー使用量について、 前年度を基準に1 ％削減を目標に掲げ、 二酸化炭素排出量の
削減に努めます。

【 1 】 R4 年度で完了

【 2 】 R4 年度で完了

年度ごと に向上を目指し 実施するも の
【 3 】 R5 年度から 運用を開始し た下水道排水設備指定工事店の指定手続き等のオンラ イ ン利用者数増に向
け、 適時適切な周知を図り ます。

計画に基づき実施するも の 【 4 】 上下水道局の公用車の電動化に関する方針に基づき、 公用車の電動車導入を進めます。

1 1 -④
下水道ビジョ ン2 0 2 2 に関する各課の計画目標・ 取り 組み内容の実現
による「 SDGs」 、 「 Society5 .0 」 、 「 2 0 5 0 年二酸化炭素排出量
実質ゼロ宣言」 等を実現し ます。
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